
国 県 起 債 そ の 他 一 般 財 源

216,551 216,551

　[事業の目的]

　[事業の内容]

　[これまでの関連する取組み]

　[今後の取組み]

　指定管理者に以下の業務を委託する。

　新　常設展示する砂像作品の砂像制作業務
　新　砂の美術館集客イベント実施業務
　　　 施設運営及び維持管理業務

　現指定管理者　　 一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会
　指定管理料　　    H２３　１５，９９０千円　H２４　６７，３８１千円　H２５　７６，２８８千円
　　　　　　　　    　　 H２６　９４，０２２千円　H２７　９４，６２６千円　計　３４８，３０７千円
                        　（前回債務負担行為額　３４９，８１６千円）

９月議会で債務負担行為の議決を得た後のスケジュールは次のとおり。
　１．指名を実施。
　２．指定管理者選考委員会を開催し、指定管理者候補者の選定。
　３．１２月議会で指定管理者の指定議決。
　４．１２月議会議決後、指定管理者の指定及び告示。
　５．３月中に基本協定書の締結。
　６．指定管理者交代の場合、３月末までに引継ぎ。
　７．４月１日より管理開始。

[単位：千円]

限 度 額 期 間
財 源 内 訳

　従来の施設運営及び維持管理業務に加え、現在、本市で実施している常設展示する砂像制作業務、公開
砂像制作や３Ｄマッピングといった集客イベント業務を指定管理業務に追加。入館者数の減衰予測、またパッ
ケージで指定管理者募集した場合の収支バランスの確認や来年度予定されている利用料金制移行について
の可否を検証するため１年間限定で現指定管理者である鳥取市観光コンベンション協会へ指名指定をおこな
う。

平成28年度

平成２７年度９月補正予算債務負担行為の概要

事 業 名 担 当 課

指定管理者制度に基づき指定管理者に委託する鳥取市砂の美術館の管理運営
費

鳥取砂丘・ジオパーク推進課
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